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2026年 2月 20日版 

d 払い(タッチ) / d払い(バーチャルカード)ご利用特約（Apple Pay） 

 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」といいます）は、この「d払い(タッチ)/ d払い(バー

チャルカード)ご利用特約（Apple Pay）」（以下「本特約」といいます）を定め、当社が別に

定める「d払いご利用規約」（以下「d払い規約」といいます）及び「d払い残高（現金バリ

ュー）利用規約」（d払い規約と併せて、以下「d払い規約等」といいます）並びに本特約に

従って d払い(タッチ)及び d払い(バーチャルカード)(以下、総称して「本決済手段」とい

います)を提供します。 

 

第1条 （本特約の適用） 

1. 本特約は、本決済手段の利用（当該利用に関する本サービスアプリ及びウォレットアプ

リの使用を含み、以下同じとします）に関する当社との間の一切の関係に適用されます。 

2. 本決済手段の利用に関して本特約に定めのない事項は、d払い規約等に定める内容が適

用されます。本特約及び d払い規約等の内容に同意いただけない場合、本決済手段を利

用することはできません。 

3. 本決済手段の利用に関して本特約の内容と d 払い規約等の内容に矛盾がある場合は、

本特約の内容が優先して適用されます。 

 

第2条 （用語の定義） 

本特約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。

本条に定めのない用語の意味は、本特約の本文中又は d 払い規約等に定めるとおりと

します。なお、本特約における「本サービス」とは、d払い規約に基づき提供する「d払

い」を指すものとし、d払い規約に定める「本サービス」と同義とします。 

(1) 利用契約：当社から本決済手段の提供を受けるために、お客さまが本特約に基づき

当社との間で締結する契約をいいます。 

(2) 申込者：当社から本決済手段の提供を受けることを希望するお客さまをいいます。 

(3) ウォレットアプリ：Appleが提供する、Apple Payを利用するためのアプリケーシ

ョンソフトウェアをいいます。 

(4) Apple：Apple Inc.若しくは Apple Japan 合同会社又はこれらの総称をいいます。 

(5) Apple Pay：Appleとお客さまとの間の契約に基づき Appleがお客さまに提供する、

Apple Pay対応端末において非接触型 ICカードを用いた非接触型決済を行うこと

ができるサービスをいいます。 

(6) d払い(タッチ)：d払い（タッチ）加盟店において利用することができる、第 3条

第 1項第 1号に定める決済手段をいいます。 
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(7) d払い(バーチャルカード)：d払い（バーチャルカード）加盟店において利用する

ことができる、第 3条第 1項第 2号に定める決済手段をいいます。 

(8) バーチャルカード：d払い(バーチャルカード)加盟店において決済手段として d払

い（バーチャルカード）をご利用いただくために当社が発行する、本サービスアプ

リ上にバーチャルカード情報を表示した電子的なプリペイドカードをいいます。 

(9) バーチャルカード情報：d払い（バーチャルカード）の利用に必要な初期設定を完

了したお客さまごとに当社が発行する、バーチャルカードの番号、有効期限、セキ

ュリティコード、名義人、その他当社がお客さまに付与する、d払い（バーチャル

カード）の利用に必要な情報をいいます。バーチャルカード情報は、本サービスア

プリからご確認いただけます。 

(10) d 払い(タッチ)対応端末：本サービスアプリに対応し、非接触 IC カードを搭載し

た iOS端末であって、本サービスサイトに記載するものをいいます。 

(11) Visa プリカ：お客さまが、d 払い（タッチ）加盟店又は d 払い（バーチャルカー

ド）加盟店（以下、総称して「本特約加盟店」といいます）との間の売買契約等に

おいて、本決済手段を利用して d 払い商品等購入代金を支払う際に当社が発行す

る、電子マネー型プリペイドカードをいいます。 

(12) トークン情報：利用契約締結後に d払い(タッチ)対応端末ごとに発行される、d払

い（タッチ）の利用に必要な情報をいいます。 

 

 

第3条 （本決済手段の内容等） 

1. 本決済手段は、次の各号に掲げる機能を内容とし、その詳細は、本サービスサイト上に

定めるとおりとします。なお、d払い(タッチ)対応端末の種別、ウォレットアプリのバ

ージョン、お客さまの契約状態等によっては、利用できる機能に制限がある場合があり

ます。 

(1) d払い（タッチ） 

お客さまによる d 払い(タッチ)加盟店との間の売買契約等における d 払い商品等

購入代金の決済手段であり、お客さまの d払い(タッチ)対応端末を当該 d払い(タ

ッチ)加盟店の決済端末にかざすことにより、当該 d払い商品等購入代金を支払う

ことができる機能です。 

(2) d払い（バーチャルカード） 

お客さまによる d 払い(バーチャルカード)加盟店との間の売買契約等における d

払い商品等購入代金の決済手段であり、バーチャルカード情報のうち必要な情報

を当該 d 払い(バーチャルカード)加盟店のカード情報入力画面に入力していただ

くことにより、当該 d払い商品等購入代金を支払うことができる機能です。 

2. 本決済手段は、d 払い(タッチ)加盟店における実店舗取引及び d 払い(バーチャルカー
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ド)加盟店におけるインターネット取引において利用することができます。ただし、本

特約加盟店であっても、会費や接続料等の反復継続的に料金が発生する加盟店、ガソリ

ンスタンド、高速道路や一部のホテル等、一部の加盟店では本決済手段を利用できない

ことがあり、その詳細は、本サービスサイト上に定めるとおりとします。 

3. 本決済手段において用いることができる支払方法は、お客さまと当社との間の契約状

態に応じて、d払い規約の別紙に掲げるとおりとします。ただし、お客さまのご利用状

況等により利用いただける上限金額が異なることがあります。上限金額の詳細は、d払

い規約等、本サービスサイト上、又は本決済手段に対応する、当社の d払い商品等に関

するインターネットウェブサイト上に定めるとおりとしますので、本決済手段のご利

用前にご確認ください。 

4. 本決済手段をご利用いただくためには、d払い(タッチ)対応端末に本サービスアプリを

インストールし、次条に定める利用契約の締結のほか、利用に必要な初期設定を事前に

行っていただく必要があります。d払い(タッチ)をご利用いただくためには、Apple Pay

の利用登録及び初期設定を行っていただく必要があります。初期設定の手順及び本決

済手段の利用方法については、本サービスサイト上に定めるとおりとします。なお、当

該初期設定後に本サービスアプリをアンインストールされた場合には、本決済手段の

一部の機能をご利用いただけなくなるため、アンインストールされないようご注意く

ださい。 

5. お客さまは、d払い（バーチャルカード）をご利用されない場合、お客さまご自身で d

払い（バーチャルカード）をロックすることができます。d 払い（バーチャルカード）

がロックされている間は、d払い商品等購入代金の決済手段として d払い（バーチャル

カード）をご利用いただくことができないため、ご利用時にはロックを解除してくださ

い。なお、当社において、一定期間お客さまによる d払い（バーチャルカード）のご利

用が確認できない場合その他不正利用対策のために当社が必要と認めた場合、当社が

お客さまの d払い（バーチャルカード）をロックすることがあります。 

6. 当社は本決済手段の機能の変更等を予告なく追加・変更することができるものとしま

す。 

 

第4条 （利用契約の成立） 

1. 申込者は、本サービスアプリにおいて、d払い規約等、本特約及び本サービスアプリの

使用にあたって適用される事項の内容に同意のうえ、利用契約の申込みを行うものと

します。 

2. 利用契約の申込みにあたって、申込者が d払い残高（現金バリュー）の利用登録を行っ

ていない場合には、本特約への同意に先立って、当社が指定する方法による本人確認並

びに当社が別途定める「d払い残高（現金バリュー）利用規約」への同意及び d払い残

高（現金バリュー）の利用登録を行う必要があります。 
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3. 申込者は、利用契約の申込みにあたって、前二項に定める事項の他、Appleが別途定め

る利用条件に同意する必要があります。 

4. 当社は、申込者に対し、利用契約の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の

提示又は提出を求める場合があり、この場合、申込者はこれに応じるものとします。 

5. 当社は、ｄ払い規約等の利用条件に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項のいずれ

かに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことが

あります。 

(1) 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はその

おそれがあるとき。 

(2) 申込者が過去に d 払い規約等若しくは本特約の違反、不正利用等による利用契約

の解除又は本サービスの停止等の措置を受けたことがあるとき。 

(3) 申込者が d払い規約等又は本特約に定める義務を遵守しないおそれがあるとき。 

(4) 申込者が Apple の別途定める利用条件に合致しないとき、又はそのおそれがある

とき。 

6. 利用契約は、当社が第 1項に基づく申込みを承諾し、その申込手続が完了した旨を申込

画面を通じて申込者に通知した時点で当該申込者と当社との間において成立するもの

とし、解除等により終了しない限り、第 10条に定める有効期限を迎えるまでの間有効

に存続します。 

 

第5条 （課金及び支払い） 

1. 本決済手段の利用による d払い商品等購入代金の課金方法は、d払い規約の別紙に掲げ

るとおりとします。 

2. 本決済手段を利用する場合の d 払い商品等購入代金のお支払及び本決済手段の支払方

法による支払との関係は、次の各号のとおりです。なお、お客さまは、本決済手段の利

用により、d払い商品等購入代金等の決済情報が、Visaプリカを提供する Visa Inc.に

対して提供されることについて同意いただくものとします。 

(1)本特約加盟店との間の売買契約等において、本決済手段を利用して d払い商品等購

入代金をお支払いいただく場合には、当該売買契約等の成立後、当社が d払い商品等購

入代金及び事務処理手数料（第 9条に定めるものをいい、以下同じとします）に係る金

額（dポイント利用により dポイント等を消費する場合は、当該 dポイント等の数に基

づき換算された金額とし、以下同じとします）を Visaプリカに即時チャージした上、

当該 Visaプリカにチャージされた金額と同額を本特約加盟店に対して立替払いを行う

とともに Visaプリカの残高から当該チャージ金額を減算して d払い商品等購入代金の

決済を行い、お客さまは、当該チャージ金額と同額を、本決済手段の支払方法として設

定している方法により当社に対して支払うものとします。お客さまは、当社に対して当

該立替払いを委託するものとします。 
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(2)当社との売買契約等において、本決済手段を利用して d払い商品等購入代金をお支

払いいただく場合には、当社が d 払い商品等購入代金及び事務処理手数料に係る金額

を Visaプリカに即時チャージした上、Visaプリカの残高から当該金額を減算して d払

い商品等購入代金の決済を行い、お客さまは、当該 Visaプリカにチャージされた金額

と同額を、お客さまが本決済手段の支払方法として設定している方法により当社に対

して支払うものとします。 

3. 前項各号に基づき Visa プリカに即時チャージされた金額は、d 払い商品等購入代金及

び事務処理手数料に充てられることにより即時に減算され、残存することなく消滅し

ます。 

4. 第 2項にかかわらず、当社は、spモードご利用規則等に従って、d払い商品等購入代金

について本特約加盟店への立替払いにより取得した債権又は当社が有する d 払い商品

等購入代金及び事務処理手数料に係る債権を契約約款に定める請求事業者（以下「請求

事業者」といいます）に対して譲渡することができるものとし、当該譲渡を行った場合、

お客さまは、請求事業者からの請求に応じて支払うものとします。 

5. 本決済手段を利用して本特約加盟店に支払われた d 払い商品等購入代金と後日本特約

加盟店から当社に通知される d払い商品等購入代金に差異がある場合、当社は、本特約

加盟店から通知された当該 d 払い商品等購入代金を正しいものとして取り扱うことと

し、お客さまが支払われた金額に不足がある場合は、当該 d払い商品等購入代金の不足

額を、当社指定の方式で当社に対して支払うものとします（お客さまが支払われた金額

が当該 d 払い商品等購入代金より多い場合は、当社指定の方式でお客さまに返金する

ものとします）。お客さまが当社に対し当該 d払い商品等購入代金の不足額をお支払い

いただけない場合、本サービスの利用を停止することがあります。 

 

第6条 （売買契約等の解除等） 

1. お客さまが本特約加盟店との間の売買契約等の解除・取消し等をする場合の d 払い商

品等購入代金の返還については、当社が別途指定する支払方法により行うものとしま

す。 

2. 当社が、前項に基づき返還処理（本項においては、解除・取消し等がなされた取引の d

払い商品等購入代金の金額を d 払い残高の残高にお戻しする処理をいいます）を行う

に際して、d払い商品等購入代金の金額を超えて、過剰に d払い残高の残高の加算を行

うことがあります。この場合において、お客さまは、過剰に加算された金額については、

返還処理がなされた日から最大 60日以内に自動的に d払い残高の残高から差し引かれ

ることにより、当社にお支払いいただきます。仮に、d払い残高の残高不足等によりこ

のお支払がなされない場合には、当社は、本サービスの利用を停止することがあります。 

 

第7条 （バーチャルカード情報等） 



6 

 

1. 当社は、利用契約の締結及び第 3条第 4項に定める初期設定が完了した場合、お客さま

に対して本決済手段を利用するために必要なトークン情報及びバーチャルカード情報

を発行します。なお、トークン情報は d払い（タッチ）をご利用の場合にのみ、バーチ

ャルカード情報は d払い（バーチャルカード）をご利用の場合にのみ、それぞれ必要に

なります。 

2. お客さまは、トークン情報が発行された d払い（タッチ）対応端末及びバーチャルカー

ド情報その他のお客さまに関する情報等（以下総称して「バーチャルカード情報等」と

いい、お客さま自らが設定又は変更した認証パスワード等も含まれるものとし、以下同

じとします）を自らの責任において厳重に管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、質

入、その他利用させてはならないものとします。 

3. 当社は、トークン情報が発行された d払い（タッチ）対応端末が使用され、又はバーチ

ャルカード情報等が入力されたうえで本決済手段が利用された場合は、全てお客さま

自身により入力されたものとみなします。d払い（タッチ）対応端末又はバーチャルカ

ード情報等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はお客さま

が負うものとし、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除き、当該損害につき責任

を負いません。 

 

第8条 （不正利用発生時の届出） 

利用端末の紛失又は盗難、トークン情報等の盗取又は詐取その他の事由により利用端

末又はトークン情報等が本決済手段を通じて第三者に不正に利用される可能性が生じ

た場合又は不正に利用されたことを知った場合(第三者がお客さまになりすまして当該

お客さま名義の d アカウントを開設し、本決済手段が不正に利用される可能性が生じ

た場合又は不正に利用されることを知った場合を含みます）、d 払い規約に定める方法

に従い、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。 

 

第9条 （海外利用代金の決済レート等） 

1. お客さまは、お客さまが外貨建てで d払い（バーチャルカード）を利用した場合、d払

い商品等購入代金について外国通貨から日本円に換算した金額により支払うものとし

ます。この場合、外国通貨から日本円への換算には、当社と Visa Inc.が指定した交換

レートが適用されるものとします。 

2. お客さまは、前項に基づく通貨の換算処理が行われる場合、d払い商品等購入代金に加

えて、本サービスサイト上で当社が指定する事務処理手数料を当社に支払うものとし

ます。 

 

第10条 （本決済手段の有効期限） 

本決済手段が利用できる有効期限は、当社が指定する日までとします。有効期限は、本
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サービスアプリにおいてご確認いただけます。有効期限を迎えた後も本決済手段を利

用するには、本サービスアプリにおいて第 3 条第 4 項に定める初期設定を再度行って

いただく必要があります。 

 

第11条 （お客さまの希望による利用契約の解除） 

お客さまは、利用契約の解除を希望する場合は、お客さま自身で本サービスアプリ上か

ら本決済手段を解約していただく必要があります。詳しい解約方法については、本サー

ビスサイトに定めるとおりとします。 

 

第12条 （当社が行う利用契約の解除） 

当社は、第 10 条に定める有効期限にかかわらず、d 払い規約に定める本サービスの停

止事由に該当する場合のほか、お客さまによる d 払い規約等若しくは本特約の違反の

場合又は一定期間お客さまによる本決済手段の利用が全くない場合、その他相当の理

由があると判断した場合には、利用契約を解除することができるものとします。この場

合、当社は当該お客さまに対し、利用契約の解除について、相当の期間を定めて事前に

告知するものとします。 

 

第13条 （Apple Payサービスに関する免責事項） 

お客さまは、次の各号に定める場合又はその他の理由により Apple Pay の全部又は一

部を利用できない場合であっても、当社の故意又は過失による場合を除き、当社が責任

を負わないことにつき、予め承諾するものとします。 

(1) d払い(タッチ)対応端末等の仕様や品質、その他 Appleが Apple Payに関連して提

供する技術に関する障害等による場合 

(2) Appleにより d払い(タッチ)対応端末の種類が変更される等、Appleによる仕様変

更がなされた場合 

(3) d 払い(タッチ)加盟店の端末機若しくはシステムの故障等又は d 払い(タッチ)対

応端末との通信状態の不具合等の場合 

 

附則（2024年 3月 29日） 

本特約は、2024年 3月 29日から実施します。 

 

附則（2026年 1月 20日） 

この改正特約は、2026年 2月 20日から実施します。 

 

 


